
＜NPO法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○イベントによる地域住民との交流

１．集落協定の概要

市町村･協定名 長崎県佐世保市 筒 井
つつい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
27.4ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 15％
576万円 共同取組活動 役員手当 7.9％

85％ 水路維持管理費 32.2％（ ）
有害鳥獣被害防止対策費 26.8％
農地管理費 7.9％
研修費・その他 10.2％

協定参加者 農業者 43人

２．取組に至る経緯

筒井集落は、佐世保市北部の山間地に位置し、稲作、畜産（繁殖牛）や園芸（野菜）

。 、を基幹とした複合経営が主体である 農地の基盤整備は約５０％実施されているものの

未だ不整形・小区画な農地が点在している集落である。

農業者の兼業化や高齢化が著しく耕作放棄地の増加が懸念される中、平成１２年度よ

り当制度を活用して、耕作放棄地の発生防止、法面の保護、有害鳥獣被害防止対策など

の適切な農用地の維持・管理を協定参加者の意志統一のもと取り組むようになった。

３．取組の内容

筒井集落では、継続的な営農体制整備を目標に、機械の共同利用、有害鳥獣被害防止

対策や多面的機能の増進活動に努めてきた。

具体的には、共同利用機械（草刈機、トラクター、高圧ポンプなど）を購入し、機械

、 、 。利用の集約化を図り ワイヤーメッシュを設置して 有害鳥獣の侵入防止を図っている

また、多面的機能の持続的発揮に向けた活動として、非農家・他集落等との連携を図

るため、他集落と合同でお観音祭・収穫祭を実施したり、つつじ２００本の植え付けを

行うなど、交流の促進、集落内のコミュニティづくりを重点的に取り組んでいる。

草刈り共同作業 他集落との連携 秋の収穫祭



［集落の将来像]
耕作放棄地の発生を防止し、国土の保全、水源涵養等の農地のもつ多面的機能の増進のため集落関係

者の合意のもと集落ぐるみで、農業生産活動を行いながら認定農業者への農地の集積や農業機械利用に
よる農作業受委託の推進を図り、将来的には集落を基礎とした営農組織を構築していく。

［将来像を実現するための活動目標]
○共同機械・施設利用
○共同機械のオペレーターの育成
○基幹農作業の受委託の推進

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 田27.4ha 周辺林地の下草刈り 担い手の育成（ ）
（約1.0ha、年1～2回） （集落の認定農業者1人以上)

個別対応
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路4.0km、年2回 ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

清掃、草刈り ・体験民宿の実施 非農家・他集落との連携
・道路4.5km、年2回 草刈り (申請準備中) ・収穫祭の開催

・地域伝統の継承
共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

これまでの１０年間、機械の共同利用、多面的機能の増進活動や持続的発揮に向けた

非農家・他集落等との連携を図るための取組により、継続的な営農体制整備が実現でき

つつある。

今後の課題としてオペレーターの育成、共同機械受委託、集落協定面積アップを目標

に今後も取り組んでいく。

［平成21年度までの主な成果］
○ 景観づくりに向けた取組（つつじ200本の植え付け）
○ 非農家・他集落との連携
（・収穫祭の開催（H18より9月第4日曜日に開催。参加人数H18～21：各年約130名 ・地域伝統の継承）。
（地域伝統の奉納踊・子供太鼓 ））

○ 認定農業者の育成（目標1人、実績1人）


